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    FAX（0776）54-9991 12/5までにご返信下さい 

□  参加します □  不参加です  

   

 お名前：                     

福井県中小企業家同友会 TEL（0776）54-9699 FAX（0776）54-9991 

新会員候補をご紹介下さい！ お名前：                     

会社名：           住 所：                     

役 職：           TEL：          FAX：          

     希望する対応：                                  

福井県中小企業家同友会 丹南支部１２月例会のご案内 
  

【講師】  田中 希世子 氏  田中会計・労務総合事務所 
                     税理士・社会保険労務士 
 

 

 

消費税増税 仕組みを知って経営に活かす 

 

消費税増税は経営者にとって、ただのピンチではありません。自社への影響を考えておくこと以上に、

取引先にどのような影響があるのか知ることは大切です。そこをしっかり踏まえて戦略をたてればピンチ

をチャンスに変えることも可能かも知れません。また、他方で消費税増税による価格転嫁が上手くいかな

いと確実に利益が減り、資金繰りを圧迫し、経営に大きな影を落とします。 

★かけこみ需要 ターゲットは？ 

★5％で仕入れて 8％で売れば、自社は得をするか？ 

★「消費税増税分 3％値下げ」と銘打ったセールを行って大丈夫か？ 

★滞納の多さ No.1 資金対策は 

★税抜経理と税込経理 経理処理の有利不利 

★下請先との取引など、消費税転嫁対策特別措置法 についての注意点 

 

 

■日 時 12月 12日（木）  18：00～20：00  

■会 場 武生商工会館 会員サロン（３階） 
        越前市塚町１０１番地 電話（0778）23－2020 

社会人のための租税教室 日本国憲法における権利と義務 

 

★私たち納税者が国を支えていることを知ろう。国をまもれるのは国民しかいないことを知ろう。 

★公債残高 1000兆円 これは誰の借金？ 

★奨学金も返せない若者が急増。返済を求めて年間 4000件以上の訴訟が起きている。これはどこの国のこと？ 

★近い将来、温暖化で１日３食 食べられない日が来る? 食べ物を奪い合う戦争がおこる可能性も？ 

★坂本竜馬が命がけで目指した「みんながわろうて暮らせる国」をあきらめるわけにはいかない。 

～憲法３０条 納税義務 でも「払う」だけではこの国はまもれない～ 

 

～かけこみ需要が見込めるチャンスはあと３回～ 

 

丹南支部最初の例会は、来年度、消費税増税にあたっての対応策を支部会員の田中会計・労務総合事務所に

お話し頂きます。ぜひ、皆様ご参加下さい。ゲストの方もご参加下さい。 

欠席の場合でも 

ご返信下さい。 

丹南支部 12月例会 

福井の方も 

ご参加下さい。 


